
領収書は必要ですか。

事業者が代行手続きできますか。

よくある質問

国、県、金沢市の他の補助制度等との併用はできません。

また、本補助制度については、１年度につき１回まで申請が可能です。

ただし、本補助制度を活用したペレットストーブの設置は、年度によらず１つの建物につき１回

までですのでご注意ください。

予算、申請件数に制限があるため、申請書は窓口までご持参頂くようお願いいたします。

支払いを証する書類として必要になります。

設置を依頼する事業者に対し、事前に発行するよう依頼してください。

代行できます。ただし、申請内容について業者と十分に調整のうえ、手続きを代行してくださ

い。

回答

申請時期を教えてください。 設置前に申請手続きが必要です。予算が限られているため、事前にお電話等でご相談ください。

申請に期限はありますか。

年度毎の申請開始時期は、HPでご案内予定です。

事業完了後、毎年度１月末までに実績報告書の提出が必要ですので、時間に余裕をもって設置前

の申請手続きを進めてください。

領収書の値段が総額です。領収書のみの提出でよいですか。
内訳の明細が必要です。明細が分かる請求書（業者からお客様に発行されるもの）等をご用意く

ださい。

国や県の補助制度等との併用はできますか。

郵送等で申請できますか。


